
本人との関係 苦情相談の内容 対応結果

家族

父は、認知症対応型共同生活介
護に入居し、今年退居した。①
今の施設で、右足に褥瘡がある
と言われたが、以前の施設から
褥瘡のことは知らされていな
かった。②父が食事摂取量が
減っているので点滴をしたいと
事業所から連絡を受けた。１～
２日程度のことと思って了解し
たら、翌月知らない事業所から
25日間分の点滴の請求書が届い
た。介護保険サービスでは、こ
のようなことは普通にあること
か。

①認知症対応型共同生活介護には看護職員を置く
ような規定がないので、褥瘡の存在を職員が認識
していたかどうかは分からないため、事業所の苦
情相談窓口か計画作成担当者に問い合わせるよう
伝える。②事業所の医療体制がどうなっているか
を重要事項説明書で確認した上で、疑問点等につ
いては事業所に聞き、事業所への指導を求めたい
場合は市に連絡するよう伝えた。

家族

父親は８月中頃に、グループ
ホームを退去した。８月と９月
分の先払いしている部屋代や管
理費等を返金してほしいと何度
もホームに伝えているが返金し
てくれない。

部屋代等の返金については、事業所との契約とな
るため、相談先として消費者生活相談窓口を伝え
た。

家族

母親は、グループホームを退居
することになったが、ベッドの
マットレスを新調してほしいと
言われた。汚れてもいないのに
なぜ新調しなくてはならないの
か。

契約書や重要事項説明書に退居時の利用者の対応
はどのように記載してあるか確認すると、利用者
が使用したものや消耗品等については、敷金から
差し引くと記載があるとのことであった。マット
レスの新調について、過度な請求があるなど疑問
に思われる場合は、指導権限のある市町村等に相
談することを助言した。

家族

母親は10年前からグループホー
ムに入居している。ホームに対
して不信感と不安感がある。最
近、ホームから何の連絡もなく
看取りに関する書類が届き、と
ても驚いている。ホームから、
母親が職員に対して暴言があり
職員がストレスになると管理者
に言われた。また、ホームの主
治医から処方される薬が合って
いるのかも不安である。

看取りの書類については、ホームに説明を求める
ように助言する。母親の暴言については、ホーム
としてどのようにサービス提供をしてもらえるの
か話し合いをされること、薬のことについては、
主治医に説明を求められることを助言した。
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家族

母親は誤嚥性肺炎で入院したこ
とがあり、食事はスプーンを持
たせれば自分で口に運ぶことは
できるが、食べるスピードが速
く、誤嚥しやすいので見守りが
必要である。
食事は全介助にしてほしいと介
護支援専門員に要望し、認知症
対応型共同生活介護計画書に全
介助と記載してもらった。
ところが、グループホームの職
員は、人間らしい生活を送るた
めに自分で食べることができる
なら自分で食べてもらうと言っ
て、本人にスプーンを持たせて
食べさせている。
誤嚥性肺炎を再発しては困るの
で全介助にしてほしいと言って
いるが、計画書どおりにしてく
れない。

サービスは計画に沿って行わなければならないこ
とを説明する。
誤嚥性肺炎の予防や食事方法について、主治医に
相談したことはないと言われたため介護支援専門
員に、サービス担当者会議の開催を依頼して、家
族、介護支援専門員等の関係者で話し合うように
助言する。
その際に、主治医にも参加を求めるか、参加が難
しいようであれば介護支援専門員から主治医に意
見を求めてもらうことを伝える。
また、グループホームの指導権限は市にあること
を説明した。

家族

グループホームに母親が入居し
ている。そのグループホームに
２、３週間前、新しい入居者が
入った。この新しい入居者は、
助けてと叫んだりするので、他
の入居者が眠れない。新しい入
居者と他の入居者が喧嘩になる
こともある。介護職員は、新し
い入居者への対応のために他の
入居者への対応がおろそかに
なっており、介護職員は疲れて
いると言っている。

グループホームの管理者に相談したか確認する
と、相談者はすでに管理者に相談しており、管理
者は謝るだけとのことであった。管理者に相談し
ても対応してもらえないのであれば、事業所の指
導権限のある市に相談するよう助言した。

家族

認知症の夫がグループホームに
入居しており、入居費用は貯金
を切り崩して支払っている。市
に、特養の申込みのことで相談
し、夫の要介護度を聞かれたの
で、要介護２であることを伝え
ると、特養は要介護３以上でな
いと入所できないから申込みは
できないと言われた。このまま
グループホームの入居を続ける
と生活ができない。担当介護支
援専門員には、夫が要介護２に
なったことはまだ伝えていない
が、早めに伝えて相談した方が
よいか。

特別養護老人ホームの入所については、原則とし
て要介護３以上となっているが、要介護２以下で
あっても特例として入所が認められる場合もある
ことを説明する。グループホームの入居を継続す
ることが経済的に難しいことや相談者が自宅で認
知症の夫の介護をすることができないことなどの
状況について、入居先のグループホームに伝えて
いるか確認すると、まだ相談していないと言われ
る。グループホームに相談すると共に、担当介護
支援専門員にも今後のことについて相談するよう
に伝えた。


